
放課後児童対策の充実に向けて 
こども支援部   

市では、平成３０年３月に「放課後子ども総合プラン」に基づく入間市行動計画を策定し、

放課後の児童が安全・安心に過ごせる場の整備に努めているところです。 
プランの中で、市と教育委員会は、総合的な放課後児童対策について総合教育会議等にお

いて継続して協議・調整を図ることと記載されています。 
本市の放課後児童対策としては「学童保育室」、「放課後こども教室」を運営していますが、

市内では、その他にも公共施設を利用し、官民問わず様々な取組みが進められてきています。 
今回会議においては、「放課後児童対策の充実に向けて」を調整・協議事項とさせていただ

き、放課後の児童・生徒の居場所づくりに向けた市長部局と教育委員会の連携による事業の

充実に向け、ご協議いただくものです。  
１．放課後児童対策に関する施策の現状（こども支援部説明事項） 
（１）学童保育室について   ・学童保育室の利用状況   ・今後の整備方向 
（２）放課後こども教室について  ・放課後こども教室の実施状況  ・今後の実施予定 
（３）子ども、若者の居場所づくりについて   ・こども支援部における各種事業の実施状況   ・その他の事業の実施状況  
２．放課後児童対策の今後の方向性について（委員間協議事項） 
（１）放課後の児童、若者の居場所について   ・居場所づくり事業の必要性とあり方 
（２）今後の事業実施・展開方向について  ・学校施設の活用、公民館等での事業実施  
※配布資料 
資料２：「放課後子ども総合プラン」に基づく入間市行動計画 
資料３：平成３１年度入間市学童保育室のご案内 
資料４：学童保育室整備状況一覧表 
資料５：平成３０年度 学童保育室学年別状況 
資料６：入間市放課後子ども教室事業・放課後子ども教室実施計画 
資料７：青少年活動センター委託事業一覧 
資料８：入間市児童センター夏休み登録利用実施要領・事業集計報告 

※その他資料 
当日配付資料：家庭児童相談の地区別・年代別状況 


